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３
月
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要
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委
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疑
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農
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振
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委
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観
光
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革
特
別
委
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会
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調
査
終
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告
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国
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係
機
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）
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し
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掲
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た
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ま
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。

　

さ
て
、
平
成
27
年
５
月
か
ら
市

民
の
皆
様
と
市
議
会
と
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ぶ
誌

面
づ
く
り
に
努
め
て
ま
い
り
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し

た
が
、
第
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号
か
ら
は
改
選
に
よ

り
、
新
し
い
編
集
委
員
で
市
議
会

だ
よ
り
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
よ
り
身
近
な
、

そ
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
市
議
会

だ
よ
り
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今後の議会日程（予定）
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「くまがや市議会だより第55号」は、72,000部作成し、印刷・製本にかかる市の負担は、一部当たり１３円です。
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　熊谷市議会議員一般選挙後の
市議会は５月中旬頃に臨時会が
開催される予定です。
　詳細については、議会事務局
にお問い合わせください。

熊谷市議会事務局
TEL：048-524-1573（直通）
FAX：048-525-8886
E-mail:gikaijimukyoku@city.

kumagaya.lg.jp

※上記意見書の全文は、市議会ホームページにてご覧いただけます。
https://www.city.kumagaya.lg.jp/shigikai/gaiyou/
h31_3teirei/index.html

　２月１８日に、熊谷西小学校の４年
生２１人が、総合の学習「バリアフリー
を探して」の一環で市議会議場を訪れ、
傍聴席入口に設置してある車椅子用リフ
トの乗車体験や、議会についての説明
を受けました。

トピックス②

 バリアフリーの授業で
           小学生が議場を見学

市議会議場の傍聴席でバリアフリーなどについて
質問をする小学生

国（関係機関）に意見書を提出しました。
　　　　　　　　　　　　　　　（一部を抜粋・要約して紹介します。）

　

　
放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支
援員等の処遇改善のための事業に対する適切な対策を求める
意見書

　地方分権改革の提案募集において、全国的に放課後児童クラブの人
材不足の深刻化により支障が生じているとして、市町村が放課後児童ク
ラブに関する条例を定める際に従うべきとされる国が定めた基準の規制
緩和を求める提案が地方から国に提出された。
　仮に、基準を緩和して職員が１名で多くの児童を受け持つこととなった
場合、放課後児童クラブの安全性が低下するおそれがある。また、児童
の安全を確保するためには、放課後児童支援員等の量的な確保とその
質の向上が不可欠である。国は経験等に応じた処遇改善を進めるための
事業を始めたが、いまだ不十分な状態である。
　よって、国においては、下記の措置を講ずるよう強く求める。

記
１	放課後児童クラブの職員の配置基準等に係る従うべき基準については、
放課後児童支援員が適正に配置され、児童の安全が確保されるよう
堅持すること。

２	市町村が従うべき基準に基づき事業が実施できるよう、制度面、財
政面から適切な対策を講ずること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　平成３１年３月１８日　　　　　　　　　　　　　　		熊谷市議会	
					
＜意見書提出先＞
　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、
　厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣（少子化対策担当）、
　内閣府特命担当大臣（男女共同参画担当）、
　内閣府特命担当大臣（地方創生担当）


